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憲
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岡

久

美

子

は
じ
め
に

第
一
章

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
虐
待

第
二
章

一
九
八
三
条
訴
訟

第
一
節

D
eS

h
an

ey

判
決
の
影
響

第
二
節

D
eS

h
an

ey
判
決
の
先
例
拘
束
性

第
三
章

日
本
に
お
け
る
憲
法
上
の
問
題

第
一
節

基
本
的
人
権
の
享
有
主
体
性

第
二
節

社
会
保
障
的
側
面

第
三
節
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お
わ
り
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め

に

最
近
、
加
害
者
で
あ
れ
被
害
者
で
あ
れ
、
子
ど
も
が
関
わ
る
事
件
が
数
多
く
起
こ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
非
行
や
犯
罪
に
絡
む
問
題
だ

け
で
な
く
、
指
導
要
領
改
訂
な
ど
教
育
問
題
、
少
子
化
問
題
等
、
子
ど
も
に
関
係
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
山
積
み
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
警
察
・
教
育
・
福
祉
等
、
多
く
の
関
係
部
門
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
議
論
が
な
さ
れ
検
討
さ
れ
て
い
る
。
法
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律
分
野
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
少
年
法
改
正
、
児
童
虐
待
防
止
法
や
児
童
ポ
ル
ノ
・
買
春
防
止
法
制
定
等
に
関
し
、

多
く
の
研
究
発
表
が
な
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
数
多
く
の
問
題
の
中
か
ら
、
児
童
虐
待
に
関
す
る
法
的
問
題
を
取

り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
児
童
虐
待
防
止
法
）
が
、
平
成
一
二
年
五
月
二
四
日
に
制
定
さ
れ
、
同
年
一
一
月
二
〇
日
に

施
行
さ
れ
た
。
児
童
虐
待
が
社
会
問
題
化
し
、
議
員
立
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
同
法
律
に
お
い
て
、
児
童
虐

待
と
は
、
保
護
者
が
身
体
的
虐
待
、
心
理
的
虐
待
、
性
的
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク
ト
に
あ
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
二

条
）。
こ
の
定
義
―ph

ysicalabu
se,em

otion
alabu

se,sexu
alabu

se,n
eglect

―
は
、
国
際
機
関
や
ア
メ
リ
カ
等
諸
外
国
に
お

い
て
と
ら
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
以
前
か
ら
広
く
支
持
さ
れ
て
い（
１
）

た
。
同
法
律
は
こ
の
よ
う
な
児
童
虐
待
を
禁
止
し
、
児
童
虐
待
の
予

防
・
発
見
・
調
査
、
被
虐
待
児
の
救
済
に
向
け
て
、
関
係
機
関
の
整
備
等
、
行
政
機
関
の
責
務
を
規
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
法
律
が
制
定
さ
れ
、
関
係
機
関
の
整
備
が
図
ら
れ
、
世
間
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

児
童
虐
待
件
数
は
減
少
す
る
ど
こ
ろ
か
増
え
て
い（
２
）

る
。
児
童
虐
待
は
潜
在
化
す
る
傾
向
を
も
つ
た
め
、
そ
の
発
見
は
容
易
で
は
な
く
、

発
見
さ
れ
て
い
る
の
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
統
計
上
、
件
数
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、
今
ま
で
隠
れ
て
い
た

実
態
が
表
面
に
現
れ
つ
つ
あ
る
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
「
虐
待
」
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
子
ど
も
の
人
権
に

関
す
る
理
解
が
高
ま
り
「
虐
待
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
実
際
の
件
数
が
増
え
て
い
る
た
め
か
、
定

か
で
は
な
い
。

児
童
虐
待
防
止
法
や
児
童
虐
待
に
関
し
て
各
分
野
で
研
究
・
調
査
が
す
す
ん
で
お
り
、
法
学
に
お
い
て
も
、
社
会
保
障
法
・
民
法
・

刑
法
学
等
に
お
い
て
数
多
く
の
研
究
発
表
が
な
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
学
に
お
い
て
、
子
ど
も
に
関
係
す
る
議
論
は
、
総
論
的
な
子
ど
も

の
基
本
的
人
権
論
に
つ
い
て
な
さ
れ
、
校
則
や
青
少
年
保
護
条
例
等
が
具
体
的
問
題
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
が
、
児
童
虐
待
は
ほ
と
ん
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ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
児
童
虐
待
に
は
、
生
命
に
対
す
る
権
利
、
生
存
権
、
身
体
的
自
由
権
、
自
己
決
定
権
、
ま
た
、

親
の
養
教
育
権
、
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
適
正
手
続
の
保
障
等
、
憲
法
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本

稿
に
お
い
て
、
憲
法
学
の
視
点
か
ら
、
児
童
虐
待
問
題
の
考
察
や
児
童
虐
待
防
止
法
の
検
討
を
試
み
た
い
、
否
、
そ
の
た
め
の
足
が
か

り
を
つ
か
み
た
い
と
思
う
。

児
童
虐
待
は
、
日
本
よ
り
外
国
に
お
い
て
ま
ず
社
会
問
題
化
し
た
。
と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
制
度
等
が
日
本
に
与
え
た

影
響
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
るD

eS
h

an
ey

判
決
後
の
裁
判
例
の
動
向
を
見
、
そ
の
後
、
日

本
に
お
け
る
憲
法
を
中
心
と
す
る
法
的
問
題
に
移
り
た
い
と
思
う
。

第
一
章

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
虐
待
（
３
）

今
日
、
合
衆
国
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
は
、
特
定
の
社
会
的
・
経
済
的
階
級
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
層
に
及
ぶ
深
刻
な
社
会
問
題

と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
学
術
上
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
児
童
虐
待
を
含
む
家
庭
内
暴
力
は
新
し
い
社
会
現
象
で
は
な
く
、

独
立
前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
七
世
紀
半
ば
に
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
に
お
い
て
、
妻
に
対
す
る
暴
力
及
び
児
童
虐
待

を
規
制
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
世
紀
後
半
に
家
庭
内
暴
力
が
再
び
注
目
さ
れ
、
児
童
虐
待
も
社
会
問
題
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
七
〇
年
代
終
わ
り
に
は
、
児
童
虐
待
防
止
協
会
（S

ociety
for

th
e

preven
tion

of
cru

elty
to

ch
ildren

[S
P

C
C

]

）
が
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
を
は
じ
め
合
衆
国
内
に
三
十
四
設
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
ボ
ス
ト
ン
の
反

虐
待
協
会
は
、
白
人
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
上
流
者
階
級
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
他
民
族
、
移
住
し
て
き
た
労
働
者
階
級
の
家
族
達
を
社
会

的
に
管
理
す
る
た
め
に
始
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
、S

P
C

C

の
活
動
は
大
き
く
な
っ
て
い

っ
た
。S

P
C

C

は
、
初
め
は
街
頭
で
見
つ
け
た
虐
待
に
つ
い
て
処
理
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
家
庭
内
暴
力
の
通

児童虐待に関する憲法学的試論
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報
に
も
応
え
る
よ
う
に
な
り
、
訴
追
を
提
案
し
た
り
、
裁
判
所
が
行
動
す
る
ま
で
の
間
、
子
ど
も
を
保
護
者
の
も
と
か
ら
一
時
的
に
移

動
さ
せ
る
と
い
っ
た
法
的
権
限
ま
で
付
与
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
が
、
一
〇
年
ぐ
ら
い
で
活
動
は
下
火
と
な
っ
た
。

一
九
〇
〇
年
か
ら
二
〇
年
頃
に
児
童
保
護
の
仕
事
は
専
門
化
し
、
新
し
い
分
野
「
児
童
福
祉
（C

h
ild

W
elfare

）」
に
統
合
さ
れ
た
。

今
日
の
州
に
よ
る
児
童
育
成
の
た
め
の
規
制
の
基
礎
と
な
る
原
理
や
実
務
が
発
展
し
た
。
が
、
二
〇
年
代
を
す
ぎ
る
と
、
家
族
関
係
を

精
細
に
調
べ
て
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
衰
退
し
た
た
め
に
、
児
童
保
護
は
影
響
力
が
弱
ま
っ
た
。
三
〇
年
代
頃
、
家
庭
内
暴
力
を
性
的

に
理
解
し
た
精
神
分
析
学
理
論
が
、
加
害
者
の
取
扱
方
法
に
影
響
を
与
え
、
精
神
医
学
的
治
療
様
式
が
よ
り
重
要
と
な
っ
た
。

五
〇
年
代
前
半
頃
か
ら
「
被
虐
待
児
症
候
群
」（battered

ch
ild

syn
drom

）
が
報
告
さ（
４
）

れ
、
六
〇
年
代
初
頭
、
児
童
放
射
線
医

師
ケ
ン
プ
に
よ
る
発
表
が
大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
、
児
童
虐
待
が
社
会
問
題
化
し
た
。
そ
の
後
、
各
州
で
通
告
義
務
法
（reportin

g

law

）
が
制
定
さ（
５
）

れ
、
予
防
・
解
決
の
た
め
の
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
児
童
虐
待
者
に
対
す
る
刑
法
を
制
定
し
た
州
も
あ

（
６
）

る
。
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
七
四
年
に
児
童
虐
待
の
防
止
と
対
応
に
関
す
る
法
律
（C

h
ild

A
bu

se
P

reven
tion

an
d

T
reatm

en
t

A
ct

）
が
制
定
さ
れ
、
州
に
補
助
金
を
交
付
す
る
な
ど
の
処
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
法
律
は
九
六
年
に
改
正

さ
れ
、
連
邦
政
府
は
児
童
虐
待
の
調
査
研
究
、
実
態
の
把
握
を
行
う
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
早
く
か
ら
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
虐
待
は
依
然
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば
、
九
七
年
、
児
童
保
護
機
関
へ
の
虐
待
の
通
告
は
三
〇
〇
万
件
余
り
も
あ
り
、
日
本
と
は
二
桁
も
異
な
っ
て
い（
７
）

る
。
た
だ
、
そ

れ
ら
が
す
べ
て
虐
待
・
放
任
の
ケ
ー
ス
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
通
告
の
な
か
に
は
、
単
な
る
い
や
が
ら
せ
も
あ
れ
ば
、
ま

だ
虐
待
行
為
に
は
及
ん
で
い
な
い
が
、
悩
ん
で
い
る
親
か
ら
の
相
談
も
あ
る
し
（S

tress
C

all

）、
担
当
者
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
虐

待
・
放
任
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
含
ま
れ
て
い（
８
）

る
。
そ
れ
に
、
ア
メ
リ
カ
の
通
告
義
務
法
は
通
告
義
務
者
を
限
定
し
、

そ
の
者
は
懈
怠
に
つ
い
て
は
法
的
責
任
を
追
及
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
誤
報
に
つ
い
て
は
免
責
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
通
告

（阪大法学）５３（３・４―４２４）１０４６〔２００３．１１〕



義
務
者
は
、
少
し
で
も
虐
待
の
疑
い
を
も
て
ば
通
告
す
る
よ
う
に
な
り
、
通
告
の
件
数
が
多
く
な
る
。
他
方
、
日
本
の
児
童
虐
待
防
止

法
は
、「
…
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
」（
五
条
）
と
規
定
し
て
、
通
告
者
を
限
定
せ
ず
、「
通
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」（
六
条
）
と
規
定
し
て
い
る
も
の
の
、
懈
怠
に
対
す
る
法
的
責
任
に
つ
い
て
も
、
誤
っ
た
通
告
に
対
す
る
免
責
に
つ
い
て

も
規
定
し
て
い
な（
９
）

い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
通
告
件
数
が
多
け
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
確
か
に
、
児
童
虐
待
は

潜
在
化
し
や
す
い
の
で
、
そ
れ
を
把
握
す
る
た
め
に
で
き
る
だ
け
情
報
を
集
め
る
と
い
う
点
で
は
意
義
が
あ
る
。
た
だ
、
膨
大
な
通
告

の
調
査
に
労
力
や
財
源
が
使
用
さ
れ
、
実
質
的
な
児
童
救
済
が
不
十
分
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い（
１０
）

る
。

通
告
件
数
の
う
ち
立
証
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
約
三
分
の
一
で
あ
る（
１１
）

が
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
数
は
日
本
と
比
べ
て
も
驚
く
ほ
ど
多
い
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
概
念
は
、
日
本
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
虐

待
の
脅
威
と
い
う
未
だ
実
際
の
虐
待
に
至
っ
て
い
な
い
場
合
も
含
む
こ
と
が
あ（
１２
）

る
。

第
二
章

一
九
八
三
条
訴
訟

第
一
節

D
eS

h
an

ey

判
決
の
影
響

ア
メ
リ
カ
で
は
、
州
に
対
し
て
不
手
際
な
措
置
の
責
任
を
問
う
訴
訟
も
起
こ
っ
て
い
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
と
し
て
、

D
eS

h
an

ey
v.W

in
n

ebago
C

ou
n

ty
D

ep.of
S

ocial
S

ervices,489
U

.S
.189(1989)

が
あ（
１３
）

る
。
社
会
福
祉
局
（D

epartm
et

of

S
ocial

S
ervices

）
が
、
四
歳
の
子
ど
もJosh

u
a

に
対
す
る
実
父
に
よ
る
身
体
的
虐
待
を
発
見
し
て
お
り
、
何
度
も
救
出
す
る
機
会

を
有
し
な
が
ら
そ
う
し
な
か
っ
た
間
に
、Josh

u
a

は
虐
待
が
原
因
で
回
復
不
能
な
知
的
障
害
を
負
っ
た
。
そ
こ
で
、Josh

u
a

と
そ

の
母
親
が
、
合
衆
国
法
典
四
二
編
一
九
八
三
条
（42

U
.S

.C
§

1983

）
に
基
づ
き
、
局
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
反
し
て
、
被

害
者
の
身
体
の
自
由
を
侵
害
し
た
と
訴
え
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
局
の
責
任
を
認
め
な
か
っ
た
。
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
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（阪大法学）５３（３・４―４２５）１０４７〔２００３．１１〕



セ
ス
条
項
は
、
州
の
行
為
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
州
に
積
極
的
保
護
義
務
を
課
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
外
的
に
積
極
的
義
務

が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
監
禁
・
収
容（
１４
）

等
、
同
様
の
自
由
の
制
限
に
よ
っ
て
、
個
人
が
自
分
自
身
の
た
め
に
行
動
す
る
自
由
を
奪
っ
た
場

合
で
あ
り
、
た
だ
単
に
個
人
の
苦
境
を
知
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
保
護
す
る
意
思
を
示
し
た
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

当
時
、
こ
のD

eS
h

an
ey

事
件
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
衝
撃
的
に
報
道
さ
れ
、
社
会
的
に
話
題
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
判
決
後

し
ば
ら
く
、
法
学
の
分
野
に
お
い
て
も
多
く
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
判
例
が
先
例
と
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
た
め
、
今
日
で
も

再
検
討
が
な
さ
れ
て
い（
１５
）

る
。
そ
し
て
、
そ
の
論
文
の
ほ
と
ん
ど
が
、D

eS
h

an
ey

最
高
裁
判
決
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い

る
。
例
え
ば
、
作
為
と
不
作
為
、
公
的
分
野
と
私
的
分
野
と
を
機
械
的
に
区
別
し
て
、
局
の
責
任
を
否
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
局
は

当
該
事
件
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
、
保
護
し
な
か
っ
た
こ
と
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
批
判
が
あ（
１６
）

る
。
ま

た
、
こ
の
判
例
に
よ
っ
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
や
社
会
福
祉
局
は
、
子
ど
も
を
救
助
し
な
く
て
も
責
任
を
負
わ
ず
に
す
む
た
め
、

行
動
に
出
て
失
敗
す
る
よ
り
も
何
も
し
な
い
方
を
選
ぶ
よ
う
に
な
る
の
で
は
と
い
う
懸
念
も
存
す（
１７
）

る
。
州
機
関
は
、
当
該
事
件
が
起
こ

る
一
年
程
前
に
、
病
院
か
ら
通
告
を
受
け
、
裁
判
所
の
命
令
で
一
時
病
院
の
監
護
下
に
お
い
た
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
事
件
に
か
な
り
関

与
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
訪
問
し
た
際
、
虐
待
の
兆
候
を
発
見
し
、
状
況
を
把
握
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
救

助
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
被
害
者
は
四
歳
と
い
う
幼
児
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
州
とD

eS
h

an
ey

の
間
に
は
「
特
別

な
関
係
」
が
あ
り
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
州
の
責
任
を
認
め
る
べ
き
例
外
的
な
場
合
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
のD
eS

h
an

ey

事
件
と
同
様
の
事
件
は
、
そ
の
後
も
後
を
絶
た
な
い
。
例
え
ば
、P

in
der

v.Joh
n

son
,54

F
.3

d
1169

(4
th

C
ir.1995)

の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。C

arole
P

in
der

の
三
人
の
子
ど
も
達
は
、
彼
女
の
か
つ
て
の
恋
人
が
起
こ
し
た
火
事

で
焼
け
死
ん
だ
。
以
前
か
ら
、
彼
女
は
警
察
に
通
報
し
て
家
か
ら
彼
を
遠
ざ
け
る
よ
う
要
求
し
、
彼
を
拘
留
す
る
約
束
ま
で
得
て
い
た
。

第
四
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、D

eS
h

an
ey

判
決
を
引
用
し
て
、
警
察
に
対
す
る
訴
え
を
し
り
ぞ
け
た
。
ま
た
、
母
親
と
彼
女
の
複
数
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の
恋
人
た
ち
に
よ
っ
て
虐
待
さ
れ
て
い
た
二
人
の
少
年
が
、
州
の
福
祉
職
員
は
何
度
も
調
査
し
な
が
ら
何
の
処
置
も
と
ら
な
か
っ
た
と

主
張
し
て
、
一
九
八
三
条
訴
訟
を
起
こ
し
たS

im
pson

v.
M

aster
C

h
ilders,

71
F

.3
d

1182(6
th

C
ir.1995)

に
お
い
て
も
、

D
eS

h
an

ey

判
決
に
基
づ
き
、
原
告
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

た
だ
、
同
じ
児
童
虐
待
で
も
里
親
家
庭
に
お
け
る
虐
待
の
場
合
は
、
州
の
関
わ
り
方
が
異
な
る
た
め
、
実
親
に
よ
る
虐
待
と
同
様
に

は
考
え
ら
れ
な
い
。
里
親
制
度
は
、
六
〇
年
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
各
地
で
構
築
さ
れ
た
児
童
保
護
制
度
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
は

た
し
て
き
た
。
通
告
を
受
け
た
福
祉
機
関
は
、
虐
待
者
で
あ
る
親
や
保
護
者
を
罰
す
る
よ
り
は
治
療
に
当
た
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お

り
、
そ
の
際
、
で
き
れ
ば
子
ど
も
を
親
の
監
護
下
に
お
い
た
ま
ま
指
導
を
行
う
が
、
そ
れ
が
駄
目
な
場
合
は
里
親
家
庭
に
子
ど
も
を
移

す
。
し
か
し
、
最
近
、
里
子
に
出
さ
れ
る
子
が
増
加
し
て
い
る
た
め
に
、
里
親
家
庭
の
不
足
や
里
親
に
よ
る
虐
待
が
問
題
化
し
て
き
て

い
る
。
里
親
家
庭
も
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
必
ず
し
も
安
全
な
場
所
と
は
断
定
で
き
な（
１８
）

い
。

D
eS

h
an

ey

最
高
裁
判
決
は
、
傍
論
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
里
子
に
出
さ
れ
た
子
ど
も
に
対
し
て
、
憲
法
上
の
積
極
的
保
護

義
務
を
認
め
る
可
能
性
を
残
し
た
。「
も
し
、
州
が
積
極
的
な
権
利
の
行
使
に
よ
りJosh

u
a

を
自
由
な
社
会
か
ら
引
き
離
し
、
機
関

に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
里
親
家
庭
に
託
し
た
場
合
は
、
積
極
的
保
護
義
務
を
引
き
起
こ
す
拘
禁
・
収
容
に
十
分
類
似
し
た
状
態
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
見
解
は
差
し
控
え
る
。」（at

1006
n

.9

）

D
eS

h
an

ey

判
決
は
、
さ
ら
に
児
童
虐
待
以
外
の
訴
訟
に
も
広
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
じ
家
庭
内
暴
力
で
あ
る
ド

メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
Ｄ
Ｖ
）
に
関
し
て
、
警
察
等
の
不
作
為
の
責
任
を
一
九
八
三
条
訴
訟
で
問
う
場
合
、
実
体
的
デ
ュ

ー
プ
ロ
セ
ス
を
主
張
す
れ
ば
、D

eS
h

an
ey

判
決
理
論
が
適
用
さ
れ
て
原
告
の
主
張
が
否
定
さ
れ
る
た
め
、
平
等
保
護
を
主
張
す
る
傾

向
が
見
ら
れ
る
。
原
告
が
平
等
保
護
を
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
他
に
、
性
差
別
の
場
合
に
は
中
間
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
、
合
憲
を

主
張
す
る
に
は
、
性
に
よ
る
区
分
が
重
要
な
目
的
に
実
質
的
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
た
め
、
原
告
に
有
利
な
判
決
が
出
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や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
児
童
虐
待
と
異
な
り
、
Ｄ
Ｖ
の
場
合
に
は
裁
判
所
が
出
す
保
護
命
令
制
度
が
あ
り
、

そ
の
保
護
命
令
の
有
無
が
、
警
察
の
対
応
に
も
裁
判
の
結
果
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ（
１９
）

る
。

ま
た
、
学
校
に
お
け
る
虐
待
、
す
な
わ
ち
、
い
じ
め
・
体
罰
等
は
、
州
が
通
学
を
義
務
付
け
た
学
校
で
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

家
庭
内
で
起
こ
っ
た
児
童
虐
待
の
場
合
よ
り
州
と
の
関
係
が
深
い
。
そ
の
た
め
、D

eS
h

an
ey

最
高
裁
判
決
で
、
例
外
的
に
州
の
積
極

的
義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
示
さ
れ
た
カ
ス
ト
デ
ィ
ー
（cu

stody

）
に
準
じ
、
州
と
「
特
別
な
関
係
」（specialrelation

sh
ip

）
に
あ

る
と
言
え
な
い
か
な
ど
の
点
が
問
題
と
な
る
。
特
に
加
害
者
が
教
職
員
の
場
合
は
、
州
の
職
員
で
あ
り
、「
州
と
無
関
係
の
人
」

（D
eS

h
an

ey,
at

2000
）
と
は
言
え
な（
２０
）

い
。
い
じ
め
・
体
罰
と
密
接
に
関
連
す
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
態
様
と
も
言
え
る
、
学
校

に
お
け
る
性
的
い
や
が
ら
せ
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）
に
つ
い
て
は
、
連
邦
政
府
か
ら
財
政
的
補
助
を
受
け
て
い
る
教
育

機
関
に
お
け
る
性
差
別
を
禁
止
し
た
、
公
民
権
法
第
九
編
の
問
題
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
一
九
八
三
条
訴
訟
よ
り
第

九
編
訴
訟
の
方
が
多
く
な
っ
て
い（
２１
）

る
。
特
に
生
徒
間
セ
ク
ハ
ラ
の
場
合
に
は
、D

eS
h

an
ey

判
決
の
影
響
も
あ
っ
て
、
一
九
八
三
条
訴

訟
に
よ
っ
て
学
校
や
州
の
責
任
を
問
う
の
は
む
ず
か
し
い
こ
と
が
、
そ
の
一
因
と
な
っ
て
い
よ
う
。

第
二
節

D
eS

h
an

ey

判
決
の
先
例
拘
束
性

D
eS

h
an

ey

最
高
裁
判
決
が
先
例
と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
の
は
ど
の
範
囲
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
お
い
て
も
必
ず

し
も
明
確
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、D

eS
h

an
ey

判
決
のratio

deciden
di

、
す
な
わ
ち
、
結
論
に
至
る
上
で
直
接
必
要
と

さ
れ
る
憲
法
規
範
的
理
由
付（
２２
）

け
に
関
わ
る
問
題
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、
州
が
子
ど
も
を
親
も
と
に
帰
し
た
と
こ
ろ
虐
待
が
な
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
州
の
責
任
を
問
う
一
九
八
三
条
訴
訟
に
お
い
て
、
下
級
審
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
具
体
的
事
件

を
み
る
こ
と
に
す
る
。
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D
eS

h
an

ey

事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
害
悪
は
州
の
積
極
的
な
行
為
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
州
は
何
も
し
て
い
な
い
と

述
べ
た
（489

U
.S

.
at

198-201

）。
そ
こ
で
、
こ
の
違
い
を
重
視
し
、
憲
法
上
、
州
に
は
積
極
的
に
保
護
す
る
義
務
は
な
く
、
た
と

え
州
が
保
護
を
怠
っ
た
と
し
て
も
責
任
を
負
わ
な
い
が
、
一
旦
、
カ
ス
ト
デ
ィ
を
変
更
す
る
な
ど
の
介
入
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
子
ど

も
を
安
全
な
状
態
に
お
く
義
務
が
生
じ
、
危
険
な
状
態
に
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
下
級
審
判
決
が
多
い
。

例
え
ば
、C

u
rrier

v.D
oran

,23
F

.S
u

pp.1277(D
.N

.M
.1998)

に
お
い
て
、
一
旦
、
州
が
子
ど
も
の
カ
ス
ト
デ
ィ
を
変
更
し
監

督
権
を
及
ぼ
し
た
な
ら
、
た
と
え
相
手
が
両
親
や
家
族
で
あ
っ
て
も
、
虐
待
者
だ
と
知
り
な
が
ら
無
思
慮
に
子
ど
も
の
監
督
権
を
返
せ

ば
、
危
険
な
状
態
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
な
る
と
し
た
（at

1281

）。
他
に
も
、
子
ど
も
の
母
親
は
監
護
者
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
と

知
り
な
が
ら
、
母
親
の
も
と
に
帰
し
た
場
合
に
は
、
州
の
責
任
の
可
能
性
を
認
め
る
と
し
たT

azioly
v.C

ity
ofP

h
iladelph

ia,N
o.

C
iv.A

.97-C
V

-1219,1998
W

L
633747(E

.D
.P

a.S
ep.10,1998)

や
、
子
ど
も
を
両
親
の
カ
ス
ト
デ
ィ
下
に
戻
す
前
に
十
分
調
査

せ
ず
、
結
果
、
父
親
に
殴
り
殺
さ
れ
た
事
例
で
、
州
の
責
任
が
認
め
ら
れ
たF

ord
v.Joh

n
son

,899
F

.S
u

pp.227(W
.D

.P
a.1995)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、C

am
p

v.
G

regory,
67

F
.3

d
1286(7

th
C

ir.1995)

に
お
い
て
、
第
七
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、

州
の
保
護
下
に
い
る
子
ど
も
は
、
不
適
切
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
監
護
者
の
も
と
に
お
か
れ
な
い
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
権
を
有
す
る
と
認

め
た
（at

1294-95

）。K
.H

.ex
rel.

M
u

rph
y

v.
M

organ
,

914
F

.2
d

846(7
th

C
ir.1990)

に
お
い
て
、
一
旦
、
州
が
人
に
カ

ス
ト
デ
ィ
を
保
障
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
安
全
を
保
つ
基
本
的
な
義
務
を
有
す
る
の
で
（at

848-49

）、
里
親
が
虐
待
者
と
知
っ
て
い
て
、

ま
た
は
、
疑
っ
て
い
な
が
ら
子
ど
も
を
託
せ
ば
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
（at

852

）。

し
か
し
、
こ
れ
に
反
す
る
裁
判
例
も
存
在
す
る
。S

.S
.

by
T

h
rou

gh
Jervis

v.
M

cM
u

llen （
２３
）に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
み
る
こ
と

に
す（
２４
）

る
。
家
庭
福
祉
ミ
ズ
ー
リ
支
局
（T

h
e

M
issou

riD
ivision

ofF
am

ily
S

ervices

）
は
、
三
歳
のS

.S
.

が
、
父
親
に
顔
に
便
を

塗
ら
れ
た
り
、
両
親
に
長
期
間
、
寝
室
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
り
、
知
ら
な
い
人
に
性
的
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
い
っ
た
多
く
の
通
告
を
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受
け
た
（at

1068

）。
そ
こ
で
、
一
九
九
四
年
、S

.S
.

を
無
期
限
の
保
護
監
督
下
に
お
き
、
二
年
間
、
里
親
家
庭
に
託
し
た
。
そ
の
間

に
、
多
く
の
通
告
やS

.S
.

の
母
親
の
証
言
な
ど
に
よ
り
、
父
親
は
前
科
の
あ
る
危
険
な
小
児
性
愛
症
者Joel

G
riffis

と
交
流
が
あ
り
、

彼
にS

.S
.

と
の
接
触
を
許
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
九
六
年
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
は
、
父
親
に
い
ま
だ
虐
待
の
可
能
性

を
示
す
兆
候
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
巡
回
裁
判
所
にS

.S
.

を
父
親
の
も
と
に
帰
す
よ
う
薦
め
た
。
そ
の
六
ヵ
月
後

に
、S

.S
.

はG
riffis

か
ら
性
的
暴
行
を
受
け
、
一
週
間
入
院
し
た
。
そ
こ
で
、S

.S
.

の
代
理
人
が
、
一
九
八
三
条（42

U
.S

.C
.1983

）

に
基
づ
き
、
三
人
の
局
職
員
を
相
手
に
、S

.S
.

を
父
親
の
も
と
に
帰
し
た
こ
と
は
、
身
体
的
無
傷
性
に
対
す
る
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
の
権
利
に
違
反
し
、
安
全
と
幸
福
に
対
す
る
「
意
図
的
無
関
心
」（deliberate

in
differen

ce

）
を
意
味
す
る
と
主
張
し
た

（M
cM

u
llen

,
225

F
.3

d
at

969

）。
地
方
裁
判
所
は
、D

eS
h

an
ey

判
決
に
基
づ
き
、S

.S
.

は
被
告
に
保
護
し
て
も
ら
う
デ
ュ
ー

・
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
を
有
し
な
い
と
、
原
告
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
（S

.S
.

ex
rel.J

ervis,186
F

.3
d

at
1068-69

）。

第
八
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
小
法
廷
は
、
次
の
よ
う
に
こ
れ
を
覆
し
た
（186

F
.3

d
1066

〔8
th

C
ir.1999

〕）。
一
九
八
三
条
訴

訟
に
よ
っ
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
原
告
は
次
の
三

点
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
州
が
、
要
求
さ
れ
る
主
観
的
要
件
、
有
責
性
を
も
っ
て
行
動
し
た
こ
と
。
こ
の
要
件
に
関

し
て
、
一
九
八
三
条
は
、「
意
図
的
無
関
心
」、
す
な
わ
ち
、
そ
の
行
為
が
深
刻
な
危
害
の
危
険
性
を
伴
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を

求
め（
２５
）

る
。
次
に
、
州
の
行
為
が
良
心
に
衝
撃
を
与
え
た
こ（
２６
）

と
、
第
三
に
、
州
が
危
害
を
引
き
起
こ
し
た
と
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
（at

1074-75

）。

（
２７
）Josh

u
a

D
eS

h
an

ey

の
場
合
は
、
州
が
一
時
的
な
カ
ス
ト
デ
ィ
を
解
い
た
後
に
、
彼
を
保
護
す
る
の
に
失
敗
し
た
の
に

対
し
て
、S

.S
.

の
場
合
は
、
彼
女
を
積
極
的
に
虐
待
者
の
も
と
に
置
い
た
の
で
あ
る
（at

1074

）。
被
告
は
危
害
の
可
能
性
を
知
っ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ス
ト
デ
ィ
を
移
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
良
心
に
衝
撃
を
与
え
る
よ
う
な
「
意
図
的
無
関
心
」
が
あ
っ
た
と

言
え
る
と
し
て
、
原
告
の
主
張
を
認
め
た
（at

1075-76

）。
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第
八
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
大
法
廷
で
の
再
審
理
を
認
め
、
以
下
の
よ
う
に
、
被
告
はS

.S
.

に
対
す
る
危
害
の
危
険
を
増
幅
さ
せ

た
の
で
は
な
い
の
で
、
責
任
は
な
い
と
覆
し
た
（225

F
.3

d
960

〔8
th

C
ir.2000

〕）。
控
訴
裁
判
所
は
、D

eS
h

an
ey

判
決
に
お
け

る
「
州
はJosh

u
a

に
危
険
が
及
び
や
す
く
な
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
」（D

eS
h

an
ey,

at
201

）
と
い
う
部
分
を
強
調
し
て
、

S
.S

.

の
危
害
は
、
州
が
介
入
し
な
か
っ
た
場
合
と
比
べ
て
増
加
し
て
い
な
い
と
述
べ
た
（at

962

）。
子
ど
も
た
ち
を
両
親
の
も
と
か

ら
児
童
虐
待
者
と
知
ら
れ
て
い
る
里
親
に
託
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
州
の
責
任
が
認
め
ら
れ
た
、K

.H
.ex

rel.M
u

rph
y

v.M
organ

,

914
F

.2
d

846(7
th

C
ir.1990)

と
は
異
な
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、S

.S
.

を
州
が
関
与
す
る
以
前
と
同
じ
危
険
に
戻
し
た
に
過
ぎ

な
い
（at

963

）。

G
ibson

裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
（W

ollm
an

裁
判
長
、M

cM
illian

裁
判
官
同
調
）。D

eS
h

an
ey

事
件
に

お
い
て
は
、
州
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
権
利
が
争
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
当
該
事
件
に
お
い
て
は
、
州
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
な
い
権

利
、
す
な
わ
ち
、DeS

h
an

ey

事
件
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
積
極
的
自
由
と
は
概
念
的
に
異
な
る
消
極
的
自
由
が
主
張
さ
れ
た（at

966

）。

州
はS

.S
.

を
両
親
の
カ
ス
ト
デ
ィ
か
ら
州
の
無
期
限
の
カ
ス
ト
デ
ィ
に
移
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、S

.S
.

を
危
険
な
目
に
あ
わ
せ
れ
ば
、

憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
し
た
こ
と
に
な
る
（at

966-67

）。D
eS

h
an

ey

事
件
で
は
、
原
告
は
、
病
院
に
お
け
る
一
時
的
緊
急
カ
ス
ト

デ
ィ
の
後
、
父
親
の
も
と
に
戻
し
た
州
の
決
定
自
体
に
つ
い
て
は
争
わ
な
か
っ
た
。
州
が
危
険
を
作
り
出
す
の
に
何
ら
関
与
し
て
い
な

い
こ
と
も
認
め
て
い
た
（D

eS
h

an
ey,489

U
.S

.at
197

）。
父
親
の
も
と
に
戻
し
た
後
の
州
の
行
為
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
が
、

当
該
事
件
に
お
い
て
は
、
原
告
は
、
カ
ス
ト
デ
ィ
を
移
し
た
こ
と
自
体
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
人
を
危
険

か
ら
救
出
す
る
た
め
に
介
入
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
人
を
危
険
に
さ
ら
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
責
任
の
適
切
な
原
則
で
あ
る
。

州
に
は
子
ど
も
を
救
出
す
る
義
務
は
な
い
が
、
一
旦
救
出
す
る
と
決
定
す
れ
ば
子
ど
も
に
危
害
を
及
ぼ
し
て
は
い
け
な
い
（at

967

）。

よ
っ
て
、
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す
る
ほ
ど
、
良
心
に
衝
撃
を
与
え
た
と
し
た
（at

969

）。
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そ
の
後
、
上
訴
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（532

U
.S

.904

〔2001

〕）。

こ
の
控
訴
審
判
決
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
存
在
す（
２８
）

る
。D

eS
h

an
ey

事
件
に
お
け
るJosh

u
a

と
異
な
り
、M

cM
u

llen
事
件
に
お
け
るS

.S
.

は
州
の
無
期
限
の
カ
ス
ト
デ
ィ
下
に
あ
り
、
州
はS
.S

.

を
危
険
な
状
態
に
お
か
な
い
義
務
を
有
し
て
い
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
危
険
だ
と
知
り
な
が
ら
父
親
の
も
と
に
戻
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
義
務
違
反
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
。S

.S
.

を
積

極
的
に
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
た
の
で
、
不
作
為
の
問
題
と
も
言
え
な
い
。
ま
た
、D

eS
h

an
ey

事
件
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
保

護
と
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
親
の
権
利
と
の
衝
突
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
も
親
の
養
教
育
権
も
、
修
正
第
一
四

条
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
く
権
利
と
認
め
ら
れ
て
い（
２９
）

る
。
そ
の
た
め
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
は
、
子
ど
も
を
保
護
す

れ
ば
、
親
か
ら
子
ど
も
を
育
て
る
権
利
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
で
あ
る
と
訴
え
ら
れ
、
保
護
し
な
け
れ
ば
子
ど
も
の
側
か
ら
訴
え

ら
れ
る
と
い
う
、
危
機
の
状
況
（razor’s
edge

）
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ（
３０
）

た
。
し
か
し
、M

cM
u

llen

事
件
に
お
い
て
は
、
す
で

にS
.S

.

は
州
の
カ
ス
ト
デ
ィ
下
に
あ
る
た
め
、
こ
の
問
題
は
存
在
し
な
い
。

思
う
に
、
控
訴
裁
判
所
の
法
廷
意
見
よ
り
も
、
反
対
意
見
お
よ
び
批
判
説
の
方
が
理
論
的
に
筋
が
通
っ
て
い
る
。
控
訴
裁
判
所
は
、

D
eS

h
an

ey

判
決
に
基
づ
き
、
州
が
介
入
し
な
か
っ
た
場
合
と
比
べ
てS

.S
.

の
危
害
は
増
加
し
て
い
な
い
と
述
べ
、
原
告
の
訴
え
を

退
け
た
。
し
か
し
、D

eS
h

an
ey

事
件
に
お
い
て
は
、Josh

u
a

は
病
院
の
一
時
的
カ
ス
ト
デ
ィ
下
に
お
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
、

問
題
の
虐
待
行
為
が
起
こ
っ
た
と
き
、
州
の
カ
ス
ト
デ
ィ
下
に
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、「
児
童
保
護
チ
ー
ム
」
に
お
い
て
、
病
院
の

カ
ス
ト
デ
ィ
下
に
と
ど
め
る
だ
け
の
虐
待
の
証
拠
に
欠
け
る
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
判
断
自
体
は
問
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
、
最
高
裁
は
、Josh

u
a

の
害
悪
は
、
州
の
介
入
の
失
敗
の
た
め
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
州
の
積
極
的
な
行
為
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
不
作
為
の
問
題
だ
と
述
べ
た
（D

eS
h

an
ey,489

U
.S

.at
198-201

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
当
該
事
件
に
お

い
て
は
、
被
告
が
父
親
の
虐
待
の
可
能
性
に
つ
い
て
十
分
知
っ
て
い
な
が
らS

.S
.

を
父
親
の
も
と
に
戻
し
た
時
も
、S

.S
.

は
州
の
無
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期
限
の
カ
ス
ト
デ
ィ
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
然
、
父
親
の
も
と
に
帰
し
た
判
断
、
帰
す
と
い
う
積
極
的
行
為
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
。
虐
待
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、「
意
図
的
無
関
心
」
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

当
該
事
件
はD

eS
h

an
ey

判
決
の
範
疇
で
は
な
く
、
被
告
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

第
三
章

日
本
に
お
け
る
憲
法
上
の
問
題

第
一
節

基
本
的
人
権
の
享
有
主
体
性

日
本
に
お
い
て
も
、
児
童
虐
待
は
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
一
二
年
、
児
童
虐
待
防
止
法
が
制
定
さ
れ
た
。
で
は
、

児
童
虐
待
に
は
、
ど
の
よ
う
な
憲
法
問
題
、
人
権
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
被
虐
待
者
は
子
ど
も
で
あ
る
か
ら
、

子
ど
も
の
基
本
的
人
権
の
享
有
主
体
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
押
え
て
お
く
必
要
が
あ（
３１
）

る
。
子
ど
も
も
人
間
で
あ
る
か
ら
、
人
権
享
有
主

体
性
は
当
然
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
成
長
発
達
の
途
上
に
あ
り
、
そ
の
未
成
熟
性
ゆ
え
に
、
成
人
と
は
異
な
る
制
限
が

加
え
ら
れ
た
り
、
特
別
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
人
権
規
定
を
見
る
と
、
拷
問
お
よ
び
残
虐
な
刑
罰
の
禁
止
（
三
六
条
）、
奴
隷
的
拘
束
の
禁
止
（
一
八
条
）、
拷
問
や
残
虐

刑
の
禁
止
（
三
六
条
）、
遡
及
処
罰
の
禁
止
（
三
九
条
）、
正
当
な
補
償
を
受
け
る
権
利
（
二
九
条
三
項
）
の
よ
う
に
、
子
ど
も
・
大
人

に
関
係
な
く
同
等
に
保
障
さ
れ
る
権
利
も
あ
る
が
、
大
人
と
は
異
な
る
保
障
・
制
限
を
規
定
し
た
も
の
も
あ
る
。
子
ど
も
に
特
に
保
障

さ
れ
た
人
権
と
し
て
、
子
ど
も
は
心
身
と
も
に
傷
つ
き
や
す
く
、
大
人
に
比
べ
て
手
厚
い
保
護
が
必
要
と
い
う
理
由
か
ら
、
酷
使
の
禁

止
（
二
七
条
三
項
）
が
規
定
さ
れ
、
積
極
的
に
子
ど
も
の
成
長
を
促
進
す
る
た
め
に
、
無
償
の
義
務
教
育
を
受
け
る
権
利
（
二
六
条
）

が
規
定
さ
れ
た
。
他
方
、
子
ど
も
の
権
利
を
制
約
す
る
明
文
の
規
定
は
、
選
挙
権
の
制
限
（
一
五
条
三
項
）
の
み
で
あ（
３２
）

る
。

し
か
し
、
子
ど
も
は
未
成
熟
な
の
で
適
切
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
不
適
切
な
判
断
で
自
分
自
身
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
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防
い
で
あ
げ
よ
う
と
い
う
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
考
え
か
ら
、
た
と
え
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
、
子
ど
も
の
自
由
権
、
と
り
わ
け
精
神

的
自
由
権
や
自
己
決
定
権
の
よ
う
に
、
自
分
で
判
断
す
る
必
要
の
あ
る
権
利
を
制
約
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

最
近
、
未
成
年
者
の
基
本
権
、
特
に
、
精
神
的
自
由
権
や
自
己
決
定
権
の
制
約
を
一
括
し
て
容
易
に
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
疑
問

の
声
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
保
護
・
制
約
を
全
く
認
め
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
の
必
要
性
は
認
め
る
が
、
過
度
の
制
約
は
未
成
年

者
の
自
由
権
を
侵
害
し
、
か
え
っ
て
自
律
を
妨
げ
る
こ
と
に
も
な
る
た
め
、
必
要
最
小
限
度
に
お
さ
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て

い
る
。

児
童
虐
待
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
も
、
子
ど
も
を
保
護
者
の
従
属
物
で
は
な
く
、
保
護
者
と
は
別
の
人
格
を
有
す
る
一
人
の
人
間
と

し
て
認
め
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
も
一
人
の
独
立
し
た
人
間
で
あ
り
、
人
権
の
主
体
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
ら
な
い
。
ま
た
、
虐
待
に
関
し
て
問
題
と
な
り
う
る
、
憲
法
一
三
条
後
段
の
「
生
命
に
対
す
る
権

利
」、
奴
隷
的
拘
束
の
禁
止
（
一
八
条
）
は
、
選
択
を
伴
わ
ず
判
断
能
力
を
必
要
と
し
な
い
の
で
、
上
述
の
よ
う
に
、
子
ど
も
に
も
無

条
件
に
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
（
３３
）

る
。

児
童
虐
待
は
、
保
護
者
と
子
ど
も
と
い
う
私
人
間
で
起
こ
っ
て
い
る
。
憲
法
は
、
原
則
と
し
て
、
私
人
間
に
は
直
接
効
力
が
及
ば
な

い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
命
に
対
す
る
権
利
や
奴
隷
的
拘
束
の
禁
止
は
、
そ
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
私
人
間
に
も
直
接
適
用
さ

れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
子
ど
も
が
保
護
者
か
ら
ひ
ど
く
虐
待
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
子
ど
も
の
人
権
侵
害
と
し
て
憲
法

問
題
と
な
り
得
る
。

も
っ
と
も
、
加
害
者
が
被
害
者
の
保
護
者
で
あ
り
、
被
害
者
が
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
特
別
な
要
件
の
た
め
に
、
公
的
機
関
が
介
入

す
る
際
に
は
、
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
や
親
の
養
教
育
権
等
と
の
衝
突
も
起
こ
り
う
る
。
し
か
し
、
し
つ
け
・
教
育
を
越
え
、
子
ど

も
の
生
命
・
身
体
に
重
要
な
危
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
虐
待
は
、
最
も
基
本
的
な
人
権
侵
害
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
を
個
人
と
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し
て
尊
重
し
、
親
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
し
て
主
体
的
な
人
権
保
障
を
強
化
す
れ（
３４
）

ば
、
親
の
養
教
育
権
や
家
族
の
自
律
権
よ
り
、
子
ど

も
の
救
済
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
虐
待
の
程
度
が
生
命
・
身
体
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
程
で
は
な
く
、
子
ど
も
が
年
長
の
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
程
ひ
ど
く
な
い
場
合
に
は
、
生
命
に
対
す
る
権
利
も
奴
隷
的
拘
束
も
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、「
自
律
の
現
実
化
の
過
程
を
妨

げ
る
よ
う
な
環
境
」
を
作
り
出
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
環
境
を
除
去
す
る
こ
と
は
、「
未
成
年
者
に
対
し
て
積
極
的
に
「
権

利
」
を
付
与
す
る
趣
旨
の
も
の
」
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
一
方
的
に
押
し
進
め
る
と
、
安
易
な
�
子
ど
も
保
護
論
�
」
と
な
り
、
「
未

成
年
者
の
自
由
制
約
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
稀
薄
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。」
そ
れ
に
、
公
権
力
の
過
度
の
介
入
は
、

「
政
府
の
役
割
を
異
常
に
高
め
て
、
多
元
的
社
会
構
造
の
維
持
に
寄
与
す
る
家
族
の
役
割
に
対
す
る
適
正
な
配
慮
を
欠
く
結
果
」
に
も

な
り
か
ね
な（
３５
）

い
。

ま
た
、
児
童
虐
待
防
止
法
で
は
一
八
歳
未
満
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
乳
幼
児
か
ら
大
人
に
近
い
判
断
力
を
有
す
る
年
齢
ま
で
か

な
り
の
開
き
が
あ
る
。
子
ど
も
の
人
権
論
を
論
ず
る
際
に
常
に
問
題
と
な
る
点
で
あ
る
が
、
一
口
に
子
ど
も
と
い
っ
て
も
年
齢
差
や
個

人
差
に
よ
っ
て
成
熟
度
の
差
が
大
き
い
た（
３６
）

め
、
具
体
的
事
例
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
年
齢
差
は
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ（
３７
）

る
。
よ

っ
て
、
虐
待
の
程
度
や
子
ど
も
の
年
齢
に
よ
っ
て
は
、
子
ど
も
の
意
思
を
聞
き
、
一
般
的
見
地
か
ら
そ
れ
程
不
合
理
と
言
え
る
も
の
で

な
け
れ
ば
そ
れ
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え（
３８
）

る
。

と
こ
ろ
で
、
子
ど
も
の
人
権
・
権
利
を
考
え
る
際
、
し
ば
し
ば
「
保
護
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
。
憲
法
に
お
い
て
も
、
保
護

の
名
の
下
に
、
人
権
の
制
約
が
行
わ
れ
た
り
特
別
な
権
利
が
付
与
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
将
来
、
自
律
し
た
成
人
と
な
る
た
め
、
そ
の

発
達
段
階
に
応
じ
た
保
護
、
自
律
促
進
の
た
め
の
保
護
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
「
保
護
」
と
い
う
言
葉
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。「
保
護
」
の
意
味
は
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
場
合
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
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っ
て
い
る
。
少
年
法
に
お
い
て
は
、
自
律
と
保
護
と
は
対
立
概
念
と
と
ら
え
ら（
３９
）

れ
、
子
ど
も
の
自
律
を
推
し
進
め
れ
ば
、
刑
事
的
保
護

の
後
退
、
刑
事
手
続
の
保
障
に
す
す
む
と
考
え
ら
れ
て
い（
４０
）

る
。
こ
の
場
合
の
「
保
護
」
は
、
加
害
者
の
更
正
を
重
視
し
た
刑
事
的
な
「
保

護
」
で
あ（
４１
）

る
。

他
方
、
児
童
虐
待
の
場
合
に
は
、
被
虐
待
者
を
保
護
者
と
は
別
の
自
律
し
た
存
在
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
虐
待
者
の「
保
護
」

と
い
う
結
果
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
自
律
と
保
護
と
は
必
ず
し
も
対
立
概
念
で
は
な
い
。
ま
た
、
児
童
虐
待
か
ら
の
「
保
護
」
は
、
福

祉
機
関
に
よ
る
福
祉
的
な
保
護
は
も
ち
ろ
ん
、
警
察
に
よ
る
救
出
・
保
護
の
場
合
も
、
危
害
か
ら
の
救
済
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
り
、
更
正
を
念
頭
に
お
い
た
少
年
法
に
お
け
る
「
保
護
」
と
同
じ
と
は
言
え
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
、
虐
待
の
被
害
者
が
、
非
行
少
年
・

犯
罪
少
年
に
な
る
可
能
性
は
大
き
く
、
暴
力
の
チ
ェ
ー
ン
化
の
一
現
象
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
警
察
は
、
少
年
の
非
行

化
・
犯
罪
化
を
抑
え
る
た
め
に
も
、
児
童
虐
待
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
で
あ（
４２
）

る
。
し
か
し
、
つ
な
が
る
場
合
が
多
い
か
ら
と
言
っ
て
同

じ
と
は
言
え
な
い
。
危
害
か
ら
の
被
害
者
の
「
救
済
」
と
加
害
者
・
非
行
少
年
の
「
更
正
」
と
は
本
来
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

同
じ
「
保
護
」
と
い
う
一
言
で
表
す
こ
と
自
体
に
、
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節

社
会
保
障
的
側
面

児
童
虐
待
防
止
法
は
児
童
福
祉
法
の
特
別
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
ず
、
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
問
題
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
だ
け
に
限
ら
ず
複
合
的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
が
、
絡
み
合
っ
て
い
る
も
の
の
主
た
る
も

の
が
社
会
福
祉
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
社
会
保
障
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。

従
来
よ
り
、
社
会
保
障
は
憲
法
二
五
条
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
憲
法
は
、
二
五
条
一
項
に
お
い
て
生
存
権
を
保
障
し
、

二
項
に
お
い
て
国
に
社
会
国
家
と
し
て
国
民
の
生
存
権
の
具
体
化
に
つ
い
て
努
力
す
べ
き
義
務
を
課
し
て
い（
４３
）

る
。
生
存
権
の
法
的
性
格
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を
め
ぐ
っ
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
、
抽
象
的
権
利
説
、
具
体
的
権
利
説
が
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
の

立
場
を
と
る
人
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
法
的
権
利
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
最
近
で
は
、
裁
判
に
よ
っ
て

具
体
的
な
救
済
を
求
め
る
際
の
訴
訟
類
型
の
問
題
と
、
違
憲
審
査
基
準
の
問
題
に
議
論
が
集
中
し
て
い（
４４
）

る
。
例
え
ば
、
具
体
的
権
利
説

で
あ
っ
て
も
、
二
五
条
を
直
接
の
根
拠
と
し
て
裁
判
所
に
給
付
判
決
等
、
公
権
力
の
作
為
を
求
め
る
こ
と
ま
で
で
き
る
と
主
張
す
る
の

で
は
な
く
、
国
が
二
五
条
を
具
体
化
す
る
立
法
を
し
な
い
場
合
に
国
の
不
作
為
の
違
憲
確
認
訴
訟
を
提
起
で
き
る
と
す
る
。

生
存
権
は
法
的
権
利
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
具
体
的
権
利
で
は
な
く
抽
象
的
権
利
で
あ
り
、
法
律
の
制
定
を
待
っ

て
権
利
が
具
体
化
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
児
童
福
祉
法
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
障
関
係
法
は
、
生
存
権
を
具
体
化
し
た
法
律
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
憲
法
と
児
童
虐
待
防
止
法
・
児
童
福
祉
法
を
一
体
と
し
て
捉
え
、
生
存
権
の
具
体
的
権
利
性
を
主
張
す

る
こ
と
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
具
体
的
な
児
童
虐
待
事
件
に
お
い
て
、
福
祉
機
関
が
適
切
な
処
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
被
虐
待
者
の
生
存
権
の
侵
害
と
い
う
問
題
も
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
、
生
存
権
論
は
、
金
銭
給
付
と
り
わ
け
公
的
扶
助
（
生
活
保
護
）
を
主
た
る
対
象
と
し
、
児
童
・
障
害
者
・
老
人

に
対
す
る
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ（
４５
）

た
。
例
え
ば
、
二
五
条
一
項
・
二
項
分
離
論
に
よ
る
と
、

救
貧
施
策
で
あ
る
生
活
保
護
（
公
的
扶
助
）
は
、
一
項
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
防
貧
施
策
で
あ
る
他
の
社
会
保
障

は
、
二
項
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
二
項
の
場
合
、
立
法
府
の
広
い
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
緩
や
か
な
審
査
基
準
が
適

用
さ
れ（
４６
）

る
。
こ
の
よ
う
に
、
救
貧
・
防
貧
施
策
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
一
項
は
生
活
扶
助
、
二
項
は
そ
の
他
の
金
銭
的
給
付

が
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
」
と
は
何
も
金
銭
的
な
面
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
一
項
は
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
項
は
そ
れ
以
上
の
諸
条
件
の
整
備
に
努
め
る
よ
う
公
権
力
に
要
請
し
た
も
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の
と
解
す
れ（
４７
）

ば
、
乳
幼
児
が
食
物
を
与
え
ら
れ
ず
に
放
置
さ
れ
る
（
ネ
グ
レ
ク
ト
）
な
ど
、
生
命
・
身
体
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
す
よ

う
な
場
合
に
は
一
項
の
問
題
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
場
合
に
は
二
項
の
問
題
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ま
で
、
社
会
保
障
の
権
利
は
憲
法
二
五
条
を
中
心
に
、
と
い
う
よ
り
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
限
定
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
憲
法

一
三
条
に
関
連
付
け
る
説
も
特
筆
に
値
す
る
。「
自
由
」
を
実
効
的
に
保
障
す
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
、
最
低
限
の
基
本
的
ニ
ー

ズ
の
保
障
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
れ
ば
、
社
会
保
障
の
根
底
に
は
「
自
由
」
の
概
念
が
位
置
す
る
こ
と
に
な

（
４８
）

る
。
虐
待
か
ら
の
解
放
、
こ
れ
は
「
自
由
」
の
実
効
的
な
保
障
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
三
節

警
察
的
ア
プ
ロ
ー
チ

児
童
虐
待
か
ら
救
出
さ
れ
る
権
利
は
、
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
り
、
主
と
し
て
、
児
童
相
談
所

を
中
心
と
す
る
福
祉
機
関
が
対
処
し
て
い（
４９
）

る
。
し
か
し
、
虐
待
行
為
が
、
暴
行
罪
（
刑
法
二
〇
八
条
）、
脅
迫
罪
（
二
二
二
条
）、
傷
害

罪
（
二
〇
四
条
）、
傷
害
致
死
罪
（
二
〇
五
条
）
な
い
し
遺
棄
罪
（
二
一
七
条
以
下
、
特
に
二
一
八
条
）
等
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
虐

待
者
は
処
罰
の
対
象
に
な（
５０
）

る
。
さ
ら
に
、
児
童
虐
待
を
独
立
の
犯
罪
と
し
て
規
定
す
る
国
も
増
え
て
き
て
い（
５１
）

る
。

一
般
に
、
人
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
被
害
者
を
効
果
的
に
救
済
す
る
機
関
と
し
て
、
ま
ず

警
察
が
挙
げ
ら
れ
る
。
犯
罪
者
の
逮
捕
だ
け
で
な
く
、
被
害
者
の
救
済
も
ま
た
、
警
察
の
重
要
な
職
務
で
あ
る
。
夜
警
国
家
に
お
い
て

さ
え
、
国
民
の
安
全
を
守
る
こ
と
は
国
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
が
他
人
か
ら
暴
力
な
ど
の
危
害
を
被
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
警
察
は
当
然
そ
の
人
を
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
警
察
が
知
り
な
が
ら
救
済
し
な
け
れ
ば
、
不
作
為
責

任
を
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ（
５２
）

う
。

だ
が
、
児
童
虐
待
の
よ
う
な
家
庭
内
の
問
題
に
対
し
て
は
、
警
察
は
介
入
を
躊
躇
ま
た
は
拒
否
し
て
き
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
警
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察
の
「
家
庭
に
入
ら
ず
」
の
原
則
、
親
の
養
教
育
権
の
尊
重
、
子
ど
も
と
親
と
を
セ
ッ
ト
で
考
え
、
常
に
子
ど
も
は
親
の
保
護
下
に
あ

る
べ
き
と
い
う
考
え
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
パ
レ
ン
ス
・
パ
ト
リ
エ
理
念
は
、
児
童
虐
待
を
は
じ
め
と
す
る
家
庭
の
崩
壊
に

よ
っ
て
揺
る
ぎ
、「
親
は
子
ど
も
を
保
護
す
べ
き
も
の
、
子
ど
も
は
親
の
保
護
の
下
で
育
つ
も
の
」
と
い
う
保
護
の
観
念
自
体
が
、
大

き
く
揺
れ
て
き
て
い（
５３
）

る
。「
現
に
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
家
庭
は
、
実
は
す
で
に
精
神
的
に
も
物
理
的
に
も
到
底
家
庭
た
る
に
値
し
な

い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
破
壊
す
る
方
が
よ
ほ
ど
児
童
の
た
め
に
な
る
場
合
が
多
い
」
と
い
う
主
張
さ
え
な
さ
れ
て
い（
５４
）

る
。
家
庭
へ
の

過
度
の
ま
た
は
不
必
要
な
介
入
は
、
も
ち
ろ
ん
な
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
被
虐
待
児
の
救
出
の
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
積
極
的
に
介

入
す
べ
き
で
あ
る
。

児
童
虐
待
防
止
法
で
は
、
児
童
虐
待
に
対
処
す
る
第
一
次
機
関
は
、
児
童
相
談
所
を
は
じ
め
福
祉
機
関
で
あ
り
、
警
察
は
協
力
機
関

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
児
童
虐
待
防
止
法
第
一
〇
条
）。
が
、
必
要
な
場
合
に
は
、
警
察
も
速
や
か
に
介
入
す
べ
き
で
あ
る
。「
児

童
虐
待
の
問
題
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
福
祉
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
で
は
限
界
が
あ
り
、
児
童
を
保
護
す
る
た
め
に
強
権
的
な

調
査
や
親
子
分
離
等
が
必
要
と
さ
れ
る
。
種
々
の
機
関
の
連
携
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
が
実
効
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ（
５５
）

る
。」

な
か
で
も
警
察
権
力
の
行
使
は
、
最
終
手
段
で
は
あ
る
が
、
強
力
な
強
制
力
を
有
す
る
の
で
効
果
的
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
児
童
虐
待

事
件
に
対
し
て
、
福
祉
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
と
も
に
警
察
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
る
場
合
も
多
く
見
ら
れ
、
警
察
は
、
児
童
虐
待
問
題

を
少
年
保
護
対
策
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い（
５６
）

る
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
は
、
児
童
虐
待
防
止
法
の
一
〇

条
を
も
っ
と
積
極
的
に
と
ら
え
、「
よ
り
強
力
な
保
護
態
勢
を
整
え
る
た
め
の
注
意
規
定
」
と
考
え
て
い（
５７
）

る
。

さ
ら
に
、
児
童
虐
待
を
独
立
の
犯
罪
と
す
る
な
ど
、
児
童
虐
待
に
対
す
る
刑
事
規
制
の
法
定
化
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
同
じ
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
お
よ
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
Ｄ
Ｖ
防
止
法
）
は
、

刑
事
法
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
同
法
は
、
Ｄ
Ｖ
自
体
を
独
立
の
犯
罪
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
裁
判
所
に
よ
る
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退
去
命
令
や
接
近
禁
止
命
令
と
い
っ
た
保
護
命
令
（
一
〇
条
）
が
規
定
さ
れ
、
そ
れ
に
違
反
し
た
者
に
は
罰
金
刑
が
課
さ
れ
る
（
二
九

（
５８
）

条
）。
特
定
の
女
性
が
、
配
偶
者
か
ら
さ
ら
に
危
害
を
受
け
る
危
険
な
状
態
に
あ
り
、
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
と
、
裁
判
所
の
保
護

命
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
警
察
が
介
入
す
る
際
に
、
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
や
自
律
権
の
侵
害
を
心
配
す

る
必
要
は
ま
ず
な
い
。
そ
の
た
め
、
警
察
が
、
保
護
命
令
を
受
け
て
い
る
被
害
者
か
ら
の
通
報
な
ど
に
よ
っ
て
被
害
者
の
危
険
を
知
り

な
が
ら
、
適
切
な
処
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
瑕
疵
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ（
５９
）

る
。

児
童
虐
待
に
関
し
て
も
、
Ｄ
Ｖ
防
止
法
の
よ
う
に
司
法
命
令
制
度
を
つ
く
る
検
討
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
要
件

一
つ
挙
げ
て
も
、
乳
幼
児
の
場
合
に
は
被
害
者
の
申
立
は
不
可
能
で
あ
る
な
ど
、
Ｄ
Ｖ
防
止
法
の
保
護
命
令
と
同
じ
内
容
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
虐
待
の
可
能
性
が
あ
る
と
公
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
裁
判

所
の
命
令
が
あ
れ
ば
、
福
祉
機
関
か
ら
の
要
請
が
な
く
て
も
、
市
民
か
ら
の
通
報
に
よ
っ
て
警
察
が
直
接
介
入
し
や
す
く
な
る
。
そ
れ

に
、
警
察
権
力
の
行
使
は
強
制
力
を
も
ち
強
力
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
慎
重
さ
も
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
司
法
命
令
が
あ
れ
ば
、

公
権
力
の
濫
用
防
止
と
な
り
、
介
入
さ
れ
る
側
の
人
権
保
障
と
も
な
る
。

公
権
力
の
濫
用
の
問
題
が
出
て
き
た
が
、
権
力
濫
用
の
お
そ
れ
が
あ
る
の
は
、
何
も
警
察
に
限
定
さ
れ
な
い
。
児
童
虐
待
防
止
法
に

お
い
て
、
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
立
入
調
査
や
一
時
保
護
（
九
条
）、
ま
た
、
保
護

し
た
児
童
に
対
す
る
面
会
・
通
信
の
制
限
（
一
二
条
）
な
ど
、
強
行
手
段
も
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
判
断
は
児
童
相
談
所
や
施

設
の
職
員
等
、
行
政
機
関
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
三
一
条
に
定
め
ら
れ
る
適
正
手
続
の
保
障
は
、
行
政
手
続
に
も
準
用
さ

れ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
行
政
上
の
措
置
で
あ
っ
て
も
強
行
手
段
に
出
る
場
合
に
は
、
手
続
的
保
障
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ

っ
て
、
上
述
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
令
状
等
、
適
正
な
手
続
が
必
要
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
６０
）

か
。
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お

わ

り

に

ア
メ
リ
カ
のD

eS
h

an
ey

事
件
の
よ
う
に
、
日
本
で
社
会
福
祉
施
設
の
不
適
切
な
対
応
を
訴
え
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
、
国
賠
訴
訟

が
考
え
ら
れ
る
が
、
最
近
の
判
決
例
の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
訴
訟
自
体
、
起
こ
っ
て
い
な
い
か
、
た

と
え
起
こ
っ
て
い
て
も
和
解
な
ど
で
解
決
さ
れ
て
い
る
の
で
は
と
思
わ
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
児
童
相
談
所
等
の
措
置
の
透
明
性

も
低
く
、
権
利
意
識
も
強
く
な
い
な
ど
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

児
童
虐
待
問
題
は
、
社
会
福
祉
的
側
面
と
刑
事
的
側
面
を
合
わ
せ
持
ち
、
両
側
面
か
ら
検
討
・
対
策
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ

の
根
底
に
憲
法
の
基
本
的
人
権
論
を
お
く
べ
き
で
あ
る
。
子
ど
も
も
一
人
の
人
間
で
あ
り
、
人
権
の
主
体
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
虐
待
か

ら
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
保
護
し
て
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
生
命
・
身
体
の
危
機
に
あ
る
一
人
の
人
間

を
救
出
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
考
え
を
出
発
点
に
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
児
童
虐
待
に
特
有
の
要
因
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
で

あ
る
。

（
１
）

北
山
秋
雄
・
編
『
子
ど
も
の
性
的
虐
待
』
一
〇
頁
（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
四
）、
米
倉
明
「
子
ど
も
の
虐
待
（
１
）」
法
学
教
室
一
〇

号
一
二
一
頁
（
一
九
八
一
）、
平
田
佳
子
「
児
童
虐
待
」『
一
九
九
二
子
ど
も
白
書
』
六
六
、
六
七
頁
。

（
２
）

児
童
相
談
所
に
お
け
る
児
童
虐
待
相
談
処
理
件
数
は
、
統
計
を
取
り
始
め
た
平
成
二
年
度
か
ら
増
加
を
続
け
て
い
る
。
平
成
一
二
年
度

は
一
七
〇
〇
〇
件
あ
ま
り
で
、
平
成
二
年
度
の
一
六
倍
に
増
加
し
た
。
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
報
道
発
表
資
料
（
平
成
一
三

年
一
一
月
一
四
日
）。
ま
た
、
児
童
福
祉
法
二
八
条
事
件
の
申
立
件
数
は
、
平
成
一
三
年
は
一
六
九
件
で
、
平
成
元
年
の
約
一
二
倍
、
対
前

年
比
の
約
一
。

二
倍
で
あ
っ
た
が
、
平
成
一
四
年
に
は
一
二
九
件
と
若
干
減
少
し
た
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
「
児
童
福
祉
法
二
八
条
事
件
の
動

児童虐待に関する憲法学的試論
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向
と
事
件
処
理
の
実
情
平
成
一
三
年
一
一
月
二
〇
日
か
ら
平
成
一
四
年
一
一
月
一
九
日
」
家
庭
裁
判
月
報
第
五
五
巻
第
七
号
一
三
七
頁
（
平

成
一
五
年
）。
日
本
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
内
山
絢
子
「
児
童
虐
待
の
実
態
分
析
」
岩
井
宜
子
編
『
児
童
虐
待
防
止
法
』

一
三
頁
（
尚
学
社
、
二
〇
〇
二
）
参
照
。

（
３
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
児
童
虐
待
に
関
す
る
法
制
史
や
現
状
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、L

au
ra

O
ren

,T
h

e
S

ate’s
F

ailu
re

to

P
rotect

C
h

ild
ren

an
d

S
u

bstan
tive

D
u

e
P

rocess
:

D
eS

h
an

ey
in

C
on

text,
68

N
.C

.L
.R

E
V

.659,
665-669(1990).

小
澤
真
嗣

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
オ
レ
ゴ
ン
州
に
お
け
る
児
童
虐
待
事
件
処
理
の
理
念
と
実
際
」
ケ
ー
ス
研
究
二
七
〇
号
（
二
〇
〇
二
）
三
一
頁
参
照
。

（
４
）

樋
口
範
雄
『
親
子
と
法
』
一
〇
二
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
八
八
）。

（
５
）

以
前
は
、
通
報
を
訳
し
て
い
た
が
、
日
本
の
児
童
虐
待
防
止
法
が
通
告
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

（
６
）

例
え
ば
、
九
七
年
に
ユ
タ
州
で
、
九
九
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
制
定
さ
れ
た
。L

ois
A

.W
eith

orn
,

P
rotection

C
h

ild
ren

from

exposu
re

to
D

om
estic

V
iolen

ce
:

T
h

e
U

se
an

d
A

bu
se

ofC
h

ild
M

altreatm
en

tS
tatu

tes,53
H

A
S

T
IN

G
S

L
.J.

1,23(2001).

（
７
）

Joh
n

R
.H

ow
ard,P

h
.D

.,J.D
.“R

eargu
in

g
D

eS
h

an
ey”,18

:3
T

H
O

M
A

S
M

.C
O

O
L

E
Y

L .R
E

V
.

381,
382(2001).

本
稿
は

じ
め
に
参
照
。

（
８
）

米
倉
明
「
子
ど
も
の
虐
待
（
１
）」
法
学
教
室
一
〇
号
一
二
一
、
一
二
二
頁
（
一
九
八
一
）、O

ren
,

su
pra

n
ote

3,
at

667
n

.67.

ま

た
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
波
多
野
里
望
『
児
童
の
権
利
条
約
』
一
四
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
）
参
照
。

（
９
）

た
だ
し
、
通
告
を
受
け
た
児
童
相
談
所
・
福
祉
事
務
職
員
に
は
守
秘
義
務
が
あ
る
の
で
（
七
条
）、
こ
れ
ら
の
職
員
に
よ
る
十
分
な
調
査

と
判
断
が
な
さ
れ
れ
ば
、
誤
っ
た
通
告
に
対
す
る
責
任
を
問
わ
れ
る
危
険
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
岩
井
宜
子
「「
児
童
虐
待
の
防
止
に
関

す
る
法
律
」
制
定
と
今
後
の
課
題
」
警
察
学
論
集
第
五
三
巻
第
一
〇
号
（
二
〇
〇
〇
）
九
七
、
一
〇
六
参
照
。

（
１０
）

岩
井
宜
子
「
児
童
虐
待
へ
の
社
会
的
対
応
シ
ス
テ
ム
」『
児
童
虐
待
防
止
法
』
三
八
、
五
〇
頁
。

（
１１
）

e.g.
H

ow
ard,su

pra
n

ote
7,at

382.

後
藤
弘
子
「
ア
メ
リ
カ
―
増
加
す
る
通
告
と
刑
事
的
対
応
の
限
界
」『
児
童
虐
待
防
止
法
』
一

一
七
、
一
一
九
頁
。

（
１２
）

小
澤
前
掲
論
文
注
（
３
）
三
四
頁
。

（
１３
）

全
訳
資
料
と
し
て
、
浦
田
賢
治
・
内
田
真
利
子
「
デ
シ
ェ
イ
ニ
対
ウ
ィ
ン
エ
ベ
イ
ゴ
ウ
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
社
会
福
祉
局
事
件
判
決
」
早
稲

田
法
学
第
七
〇
巻
第
二
号
（
一
九
九
四
）
二
六
六
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
論
文
と
し
て
、
例
え
ば
、
樋
口
範
雄
「
児
童
虐
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待
と
合
衆
国
最
高
裁
―
子
ど
も
へ
の
公
的
保
護
責
任
と
一
九
八
三
条
訴
訟
―
」『
芦
部
信
喜
古
希
祝
賀
・
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
上
）
』（
有

斐
閣
、
一
九
九
三
）
二
四
七
頁
、
内
田
真
利
子
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
一
四
修
正
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
お
け
る
「
ス
テ
イ
ト
・

イ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
」
法
理
の
憲
法
的
考
察
（
一
）（
二
）（
三
）
―D

eS
h

an
ey

事
件
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
を
基
軸
と
し
て
―
」
早
稲
田
大

学
院
法
研
論
集
第
七
〇
号
（
一
九
九
四
）
五
五
頁
、
七
三
（
一
九
九
五
）
一
頁
、
七
四
号
（
一
九
九
五
）
二
七
頁
、
拙
稿
「
児
童
虐
待
に
関

す
る
合
衆
国
憲
法
判
例
―D

eS
h

an
ey

事
件
を
中
心
と
し
て
―
」
阪
大
法
学
第
四
五
巻
第
一
号
（
平
成
七
年
）
一
三
五
頁
。

（
１４
）

E
stelle

v.G
am

ble,429
U

.S
.97(1976);Y

ou
n

gberg
v.R

om
eo,457

U
.S

.307(1982).

（
１５
）

e.g.H
ow

ard,su
pra

n
ote

7,at
382.

（
１６
）

e.g.,N
ote,T

h
e

S
u

prem
e

C
ou

t,1988
T

erm
1-A

ffirm
ative

C
on

stitu
tion

a
O

bligation
s

of
G

overn
m

en
t

O
fficials,103

H
A

R
V

.L
.R

E
V

.167,173(1989).

（
１７
）

e.g.,T
h

om
as

A
.

E
aton

an
d

M
ich

ael
W

ells,
G

overn
m

en
tal

In
action

as
a

C
on

stitu
tion

al
T

ort:
D

eS
h

an
ey

an
d

Its

A
fterm

ath
,66

W
A

S
H

.L
.R

E
V

.107,131-32(1991).

（
１８
）

樋
口
範
雄
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
保
護
の
法
シ
ス
テ
ム
と
日
本
の
法
制
度
へ
の
示
唆
」
ケ
ー
ス
研
究
二
二
七
号
（
一
九
九
一
）
二

頁
。

（
１９
）

拙
稿
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
と
合
衆
国
憲
法
（
一
）（
二
・
完
）」
阪
大
法
学
第
四
九
巻
第
五
号
（
平
成
一
二
年
）
三
九

頁
、
第
六
号
（
平
成
一
二
年
）
五
三
頁
参
照
。

（
２０
）

拙
稿
「
公
立
学
校
に
お
け
る
体
罰
・
い
じ
め
―
「
特
別
な
関
係
」
理
論
―
」
阪
大
法
学
第
四
六
巻
第
四
号
（
平
成
八
年
）
九
三
頁
。

（
２１
）

一
九
八
三
条
訴
訟
と
第
九
編
訴
訟
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ス
ク
ー
ル
・
セ
ク
ハ
ラ
と
学
校
の
責
任
（
二
・
完
）」
阪
大
法
学
第
五

二
巻
第
一
号
（
平
成
一
四
年
）
六
九
、
一
〇
一
頁
参
照
。

（
２２
）

佐
藤
幸
治
『
憲
法
（
第
三
版
）』（
青
林
書
院
、
平
成
七
年
）
二
七
頁
。

（
２３
）

186
F

.3
d

1066(8
th

C
ir.1999),rev’d

en
ban

c,225
F

.3
d

960(8
th

C
ir.2000),cert.d

en
ied

,532
U

.S
.904(2001)

（
２４
）

S
ee,

N
ote

C
on

situ
tion

al
L

aw

―S
u

bstan
tive

D
u

e
P

rocess

―E
igh

th
C

ircu
it

D
en

ies
L

iability
for

R
etu

rn
in

g
C

h
ild

in

S
tate

C
u

stod
y

to
P

aren
t

D
espite

K
n

ow
n

P
oten

tial
for

A
bu

se
S

.S
.by

T
h

rou
gh

J
ervis

v.
M

cM
u

llen
,

225
F

.3
d

960(8
th

C
ir.2000)(en

ban
c),

petition
for

cert.
filed

,
69

U
.S

.L
.W

.
3410(U

.S
.D

ec.8,
2000)(N

o.
oo-946),

114
H

A
R

V
.L

.R
E

V
.1653

児童虐待に関する憲法学的試論
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(2001).

（
２５
）

F
arm

er
v.B

ren
n

an
,511

U
.S

.825,834-35(1994).

（
２６
）

C
ou

n
ty

ofS
acram

en
to

v.L
ew

is,523
U

.S
.833,836(1998).

（
２７
）

S
ee,B

row
er

v.C
ou

n
ty

ofIn
yo,489

U
.S

.593,594,599(1989).

（
２８
）

N
ote,su

pra
n

ote
24,at

1657-59.

（
２９
）

M
eyer

v.
N

ebraska(262
U

.S
.

390
[1923])

に
お
い
て
、「
結
婚
し
、
家
庭
を
築
き
子
ど
も
を
育
て
る
の
は
…
…
個
人
の
権
利
で
あ

る
。」（at

140
）
と
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
公
立
学
校
へ
の
通
学
を
義
務
づ
け
る
州
法
を
、
同
じ
く
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
反
し
違
憲

と
し
たP

ierce
v.

S
ociety

of
S

isters(268
U

.S
.

510
[1925])

に
お
い
て
、
子
ど
も
の
養
教
育
に
対
す
る
親
の
憲
法
上
の
権
利
が
、
独
立

し
た
地
位
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
の
判
決
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
た
。P

rin
ce

v.
M

assach
u

setts

(321
4.S

.158,166
[1944])

「
子
ど
も
の
保
護
・
養
育
は
、
ま
ず
両
親
に
あ
り
、
彼
ら
の
主
要
な
役
割
と
自
由
は
、
州
が
与
え
る
こ
と
も
妨

げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
義
務
を
含
ん
で
い
る
。」;G

in
sberg

v.N
ew

Y
ork(390

U
.S

.629,639
[1968])

「
家
庭
に
お
け
る
子
ど
も
の
養

教
育
権
に
対
す
る
親
の
主
張
が
社
会
構
造
の
基
盤
で
あ
る
と
、
憲
法
解
釈
上
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。」;W

iscon
sin

v.
Y

oder(406

U
.S

.205,
213-14

[1972])

「
発
育
期
に
お
け
る
子
ど
も
の
宗
教
上
の
養
教
育
に
関
す
る
親
の
権
利
は
、
社
会
に
お
い
て
高
い
地
位
を
占
め

る
」

（
３０
）

D
eS

h
an

ey
v.

W
in

n
ebago

C
ou

n
ty

D
ep.

of
S

ocial
S

ervices,
489

U
.S

.189,
203(1989);812

F
.2

d
298,

304(7
th

C
ir.1987).

（
３１
）

松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法

第
２
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
）
三
四
六
頁
、
芦
部
信
喜
・
高
橋
『
憲
法

第
三
版
』
八
六
頁
（
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
二
）、
辻
村
み
よ
子
『
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
）
一
五
六
頁
、
佐
藤
・
前
掲
書
註
（
２２
）
四
一
一
頁
等
参
照
。

（
３２
）

米
沢
広
一
「
未
成
年
者
と
人
権
」『
憲
法
の
争
点

第
三
版
』（
有
斐
閣
、
平
成
一
一
年
）
六
六
頁
。

（
３３
）

佐
藤
・
前
掲
書
註
（
２２
）
四
一
二
頁
、
米
沢
・
前
掲
論
文
註
（
３２
）
六
六
頁
、
竹
中
勲
「
社
会
保
障
と
基
本
的
人
権
」
日
本
社
会
保
障

法
学
会
編
『
講
座
社
会
保
障
法
第
１
巻

２１
世
紀
の
社
会
保
障
法
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
）
三
五
頁
、
三
六
〜
四
一
頁
。

（
３４
）

中
谷
瑾
子
「
児
童
虐
待
と
刑
事
規
制
の
限
界
」『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
九
）
二
〇
九
、
二
一

〇
頁
。
子
ど
も
を
単
な
る
「
保
護
の
客
体
」
と
し
て
で
は
な
く
、
主
体
的
な
人
権
の
保
障
か
ら
み
る
必
要
が
あ
る
。
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（
３５
）

佐
藤
・
前
掲
書
註
（
２２
）
四
一
二
頁
。

（
３６
）

米
沢
広
一
『
子
ど
も
・
家
族
・
憲
法
』（
有
斐
閣
、
平
成
四
年
）
二
四
六
頁
等
参
照
。

（
３７
）

菊
池
薫
実
『
社
会
保
障
の
法
理
念
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）
九
五
頁
。

（
３８
）

児
童
福
祉
法

報
告
書
に
こ
ど
も
・
保
護
者
の
意
向
を
記
載
す
る
こ
と
（
二
六
条
）、
そ
の
意
向
と
措
置
が
不
一
致
の
場
合
に
は
都
道
府

県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
（
二
七
条
八
項
）

（
３９
）

森
田
明
『
未
成
年
者
保
護
法
と
現
代
社
会
―
保
護
と
自
律
の
間
―
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
）
等
参
照
。

（
４０
）

「
少
年
は
未
熟
な
の
だ
か
ら
応
報
の
要
求
と
い
う
も
の
は
後
退
さ
せ
て
、
少
年
の
ま
ず
更
正
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
も
重
要
に
考
え
る

の
だ
」
岩
井
宜
子
、
河
村
博
、
廣
瀬
健
二
、
佐
藤
博
史
、
椎
橋
隆
幸
「〈
座
談
会
〉
少
年
法
改
正
の
経
緯
と
展
望
」
現
代
刑
事
法
第
二
四
号

（
二
〇
〇
一
）
四
、
二
一
頁
。

（
４１
）

「
少
年
法
は
も
っ
ぱ
ら
非
行
少
年
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
保
護
も
純
福
祉
的
な
も
の
で
は
な
く
、
刑
事
政
策

的
な
保
護
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
早
川
芳
郎
「
少
年
審
判
に
お
け
る
非
行
事
実
と
要
保
護
性
」
家
庭
裁
判
月
報
第
一
九

巻
第
四
号
（
一
九
六
七
）
六
頁
。

（
４２
）

中
原
隆
「
児
童
虐
待
へ
の
対
応
要
領
―
警
察
に
お
け
る
最
近
の
取
扱
状
況
を
踏
ま
え
て
―
」
警
察
学
論
集
第
五
五
巻
第
四
号
（
二
〇
〇

二
）
五
二
頁
。

（
４３
）

憲
法
二
五
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
芦
部
・
前
掲
書
註
（
３１
）
二
四
三
頁
、
佐
藤
・
前
掲
書
註
（
２２
）
六
一
九
頁
等
参
照
。

（
４４
）

片
山
智
彦
「
介
護
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
の
諸
相
」
福
井
県
立
大
学
論
集
第
二
〇
号
（
二
〇
〇
二
）
五
三
、
六
一
頁
、
菊
池
馨
実
『
社
会

保
障
の
法
理
念
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）
二
三
頁
等
参
照
。

（
４５
）

要
介
護
高
齢
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
竹
中
勲
「
高
齢
者
の
人
権
と
憲
法
学
（
一
）（
二
・
完
）」
産
大
法
学
第
二

八
巻
第
三
�
四
号
一
五
四
頁
、
二
九
巻
一
号
（
一
九
九
五
）
四
七
頁
、
片
山
・
前
掲
論
文
註
（
４４
）
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
４６
）

堀
木
訴
訟
控
訴
審
判
決
（
大
阪
高
判
昭
和
五
〇
・
一
一
・
一
〇
）
し
か
し
、
こ
の
説
に
対
し
て
は
反
対
説
が
強
く
、
両
者
を
一
体
的
に

捉
え
る
立
場
が
通
説
で
あ
る
。

（
４７
）

竹
中
・
前
掲
論
文
註
（
３３
）
四
頁
。
憲
法
二
五
条
一
項
二
項
識
別
説
参
照
。

児童虐待に関する憲法学的試論
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（
４８
）

菊
池
・
前
掲
書
註
（
３７
）
一
二
五
頁
。

（
４９
）

加
藤
智
章
、
菊
池
馨
実
、
倉
田
聡
、
前
田
雅
子
『
社
会
保
障
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
）
二
四
六
頁
。

（
５０
）

中
谷
・
前
掲
論
文
註
（
３４
）
二
一
八
頁
。

（
５１
）

同
二
四
二
頁

ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
本
稿
第
一
章
参
照
。

（
５２
）

村
上
武
則
編
『
応
用
行
政
法
』（
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
九
五
）
七
六
頁
参
照
。

（
５３
）

森
田
・
前
掲
書
註
（
３９
）
八
六
頁
。

（
５４
）

池
本
壽
美
子
「
児
童
の
性
的
虐
待
と
刑
事
法
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
八
一
号
（
二
〇
〇
二
）
六
六
頁
。

（
５５
）

岩
井
宜
子
「「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
制
定
と
今
後
の
課
題
」
警
察
学
論
集
第
五
三
巻
第
一
〇
号
（
二
〇
〇
〇
）
九
七
、

九
八
頁
。

（
５６
）

中
原
・
前
掲
論
文
註
（
４２
）
五
二
頁
。

（
５７
）

岩
井
宜
子
「
児
童
虐
待
問
題
へ
の
刑
事
規
制
の
あ
り
方
」
岩
井
宜
子
編
『
児
童
虐
待
防
止
法
』
七
九
、
八
七
頁
。

（
５８
）

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
保
護
命
令
（protection

order

）
と
異
な
り
、
日
本
の
Ｄ
Ｖ
防
止
法
に
基
づ
く
保
護
命
令
、
接
近
禁
止
命
令
は
、

被
害
者
（
配
偶
者
）
の
住
居
、
勤
務
先
周
辺
の
徘
徊
等
を
禁
じ
た
だ
け
で
あ
り
（
一
〇
条
）、
子
ど
も
の
学
校
等
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。

（
５９
）

保
護
命
令
の
有
無
が
裁
判
の
結
果
に
影
響
し
て
い
る
。
本
稿
第
一
章
第
二
節
参
照
。

（
６０
）

英
米
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
令
状
等
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
岩
井
・
前
掲
論
文
註
（
５５
）
一
〇
七
頁
。
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